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みなと VISA カード＆みなとマスターカード会員規約 
 

第１部 一般条項 

第１章  会員の資格 

第１条（本会員） 

  株式会社みなとカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをし

た個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。 

第２条（家族会員） 

１．本会員が本会員の代理人として指定し第２項及び第３項の責任を負うことを承認した家族

で、当社が適格と認めた方を家族会員（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。

本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカ

ード（以下「家族カード」という）及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家

族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することがで

きます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資

格を喪失するものとします。 

２．本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が

指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カー

ド及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族

会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承

諾するものとします。 

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員

が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損

害を含む）を賠償するものとします。 

第３条（年会費） 

 本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はク

レジットカード（以下「カード」という）送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理

由の如何を問わず返還しません。 

第４条（届出事項の変更） 

１．当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、

所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更

事項を届出るものとします。 

２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、

所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 

３．前２項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個

人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該

変更内容に係る前２項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社

の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 

４．第１項および第２項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延

着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但

し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 
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第５条（規約の変更、承認） 

 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後に

カードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。 

 

第２章  カードの管理 

第６条（カードの貸与と取扱い） 

１． 当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたカ

ード（以下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直

ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、当社が本人確

認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。 

２． カードの所有権は当社に属します。カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用

できないものとし、また違法な取引に使用してはなりません。 

３． 会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。

会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、

カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 

４． カードの使用、管理に際して、会員が前３項に違反し、その違反に起因してカードが不正

に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとし

ます。 

第７条（カードの有効期限） 

１． カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までと

します。 

２． 有効期限の２ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カ

ードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するもの

とします。 

３． カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえ

ども本規約を適用するものとします。 

第８条（暗証番号） 

１． 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、

申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録

します。 

２． 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するもの

とします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場

合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 

第９条（カードの利用枠） 

１． カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外

キャッシュサービス、キャッシングリボ及びキャッシング一括の利用代金を合算した未決済残

高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるもの

とします。 

２． カード利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャ

ッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利

用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 

３． カードショッピングのうちリボルビング払い及び分割払い（３回以上のものをいう。以下

同様）の未決済残高の利用枠は、前項のカード利用枠のうち、その両者並びに本会員及び家族
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会員の合算額として当社が定めるものとします。 

４． 前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として

超過した金額の全額を１回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた

場合には、その一部を１回払いの扱いとして支払うものとします。 

５． 海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条２項のカード利用枠のうち、５０

万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 

６． キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、キャ

ッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条１項の総利用枠の内枠

として当社が所定の方法により定めるものとします。 

７． キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、５０万円

を超えない範囲で当社が定めるものとします。 

８． キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条６項のキャッシング利用枠のうち、５０

万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 

９． 当社は、必要または適当と認めた場合、本条１項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定

める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。  

１０． 会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払

いの責を負うものとします。 

１１． 本条に定める利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当社が定める

本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額でき

るものとします。 

１２． 本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額す

ることができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。なお、本条５項、

７項、８項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわ

らず、５０万円を超えて増額できるものとします。 

第１０条（複数カード保有における利用の調整） 

１．本会員が、当社が発行するＶＩＳＡカード及びマスターカードを保有する場合若しくはこ

れと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当社から複数のカードを貸与

されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規定を適用するものと

します。 

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及びキャッシング

一括を利用できるカードをいずれか１枚に限定することができるものとします。 

第１１条（カードの再発行） 

 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し

当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカ

ード再発行手数料を支払うものとします。 

第１２条（紛失・盗難、偽造） 

１． カードまたはチケット（タクシーチケット等）が紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめ

て「紛失・盗難」という）により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチ

ケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 

２． 会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知

し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合が

あります。 

３． 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないもの

とします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 
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４． 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があると

きは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。 

第１３条（会員保障制度） 

１． 前条１項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはチケ

ットを不正利用された場合であって、前条２項の警察及び当社への届出がなされたときは、こ

れによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。 

２． 保障期間は、入会日から１年間とし毎年自動的に継続されるものとします。 

３． 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 

① 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 

② 損害の発生が保障期間外の場合 

③ 会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正

利用に起因する場合 

④ 会員が本条４項の義務を怠った場合 

⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 

⑥ カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス

取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録されている暗証

番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではあり

ません。） 

⑦ 前条２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の６１日以前に生じた損害 

⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 

⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害 

４． 本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から３０日以内に当社が

損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力す

るものとします。 

第１４条（カード利用の一時停止） 

１． 当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であ

っても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延

滞が頻繁に発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャ

ッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を

一時的にお断りすることがあります。 

２． 当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に

不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キ

ャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払

機（以下「ＡＴＭ等」という）等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカ

ード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 

第１５条（付帯サービス等） 

１． 会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典（以下「付帯

サービス」という）を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容

については別途当社から本会員に対し通知します。 

２． 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付

帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 

３． 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更すること

を予め承諾します。 

４． 会員は、第２２条に定める会員資格の取消をされた場合、もしくは、第２３条に定める退
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会をした場合、付帯サービス（会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む）を利用す

る権利を喪失するものとします。 

 

第３章  カード利用代金等の決済方法 

第１６条（代金決済口座及び決済日） 

１． 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に

基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口

座振替または通常郵便貯金（本会員名義に限る。以下預金口座及び通常郵便貯金を総称して「決

済口座」という）から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望し当社が適

当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うもの

とします。 

２． 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月１０日とします。但し、当社若しくは金融機関

の都合により、１０日の支払期日が毎月８日となることがあります。なお、支払期日の当日が

金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 

３． 各支払期日における債務は、支払期日が１０日若しくは８日の場合には前月１５日までに、

利用代金債権の当社への譲渡手続若しくは立替払いの当社への請求手続が終了したものまたは

当社から現金を借り受ける手続きが当社において終了したものが対象となります。 

４． 当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所

宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受

領後１０日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は

利用代金明細書を送付しない場合があります。 

第１７条（海外利用代金の決済レート等） 

１． 日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をＶＩＳＡインターナショナルサービスアソ

シエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド（以下両者を「国

際提携組織」という）の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定

するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として１．６３％を加えたレートで円貨に換算

します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 

２． 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理

に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に

応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じ

ていただくことがあります。 

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等） 

 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払

込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部に

つきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員

は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 

第１９条（支払金等の充当順序） 

 本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務

を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当

することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務につい

ては割賦販売法第３０条の５の規定によるものとします。 

第２０条（手数料率、利率の変更） 

 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシン
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グ一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その

他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場

合、第５条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビン

グ払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、

キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数

料率、利率が適用されるものとします。 

 

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等 

第２１条（期限の利益の喪失） 

１． 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然

に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 

① 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の

申立があったとき 

② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき 

③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき 

④ リボルビング払いまたは分割払いの債務の履行を遅滞し、当社から２０日以上の相当な期

間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき 

２． 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第２２条１項の規定により会

員資格を取消された場合、リボルビング払い及び分割払いによるカードショッピング代金を除

く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 

３． 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切

の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 

① 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき 

② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき 

③ 本会員の信用状態が悪化したとき 

４． 本会員は、前３項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参若しくは送金し

て支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第１８条の但書の定

めにより支払うものとします。 

５． 本条第１項から第３項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外

キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第１条第１項に規定する利率を超えな

い範囲においてのみ効力を有するものとします。 

第２２条（会員資格の取消） 

１． 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認

めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 

① カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、

信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 

② 本規約のいずれかに違反した場合 

③ カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 

④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があ

ると当社が判断した場合 

⑤ カード発行後２ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 

⑥ カード発行後２ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合 

⑦ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 
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⑧ 会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて

上記①から⑦に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき 

２． 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。 

３． 会員資格を取消されたときは、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与され

た物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対す

る会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 

４． 当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの無効通知並びに無効登録

を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店

等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものと

します。 

第２３条（退会） 

１． 本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提

出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとし

ます。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与され

たチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあり

ます。 

２． 家族会員のみが退会をする場合も、前項に定める方法により届出るものとします。この場

合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当

社に返却するものとします。 

第２４条（費用の負担） 

 債務の支払等に関し法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。 

第２５条（合意管轄裁判所） 

 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、

商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合

意管轄裁判所とします。 

第２６条（準拠法） 

 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 

 

 

第２部 カードによる取引と利用代金の支払 

第１章  カードによるショッピング 

 

第２７条（カードショッピング） 

１． 利用可能な加盟店 

 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店にお

けるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の

危険について充分に注意するものとします。 

① 当社の加盟店 

② 当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード会社」という）の加

盟店 

③ＶＩＳＡカードについてはＶＩＳＡインターナショナルサービスアソシエーションと、マス

ターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀
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行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）の加盟店 

２． 加盟店の店頭での利用手続き 

 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名する

ことにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、

売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができな

いことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略する

ことまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当

と認める方法によって取引を行う場合があります。 

３． 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 

 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会

社が予め承認している加盟店と取引を行なう場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書

に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して

上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とするこ

とができます。 

４． オンライン取引の際の利用手続き 

 コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは

他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代え

て、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付するこ

とにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 

５． ＩＣカードの利用手続き 

 カードの種類がＩＣクレジットカード（ＩＣチップを搭載したクレジットカード）の場合に

は、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末

機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める

方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 

 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利

用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有

効期限等が変更され若しくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、そ

の旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当社から指示がある場合

にはこれに従うものとします。但し、会員がカード種別変更等で会員番号が変更になった場合

または会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当社が必要または適当と認め

たときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員は予め承

諾するものとします。 

７．カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用

する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会

社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身

に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 

第２８条（債権譲渡の承諾等） 

１． 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の

各号に予め異議なく承諾するものとします。 

①当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当

該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジッ

トカード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合があります。 

②提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード
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会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし（これらの場合、

当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当該提携クレジットカード会社

に立替払いすること 

③海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード

会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし（これらの場合、

当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当該海外クレジットカード会社

に立替払いすること 

２． カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、

カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その

代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 

３． 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、

サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細

情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報につ

いては、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 

４． 会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所

有権が当社に帰属することを承諾するものとします。 

 

第２章  カード利用代金の支払区分 

第２９条（カード利用代金の支払区分） 

１． カード利用代金の支払区分は、１回払い、２回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払

い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。

但し、１回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が認めた加盟店で指

定できるものとします。 

２． 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として１回払いとなります。 

第３０条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い） 

１回払い、２回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但

し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 

① １回払いについては、利用額の全額につき翌月の支払期日。 

② ２回払いについては、利用額の半額（端数は初回分に算入）につき、それぞれ翌月と翌々

月の支払期日。 

③ ボーナス一括払いについては、毎年１２月１６日から翌年６月１５日まで（支払期日が２

６日の場合は毎年１月１日から６月３０日まで）（２６日決済がない場合削除）の利用分につ

き８月の支払期日、７月１６日から１１月１５日まで（支払期日が２６日の場合は毎年８月

１日から１１月３０日まで）（２６日決済がない場合削除）の利用分につき翌年１月の支払期

日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。 

第３１条（リボルビング払い） 

１． リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 

① （お店でリボ）：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。 

② （いつでもリボ）：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、予めカードシ

ョッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の

際に２回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代

金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟

店で利用した場合には、１回払いとなることがあります。 
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③ （海外リボ）：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」とい

う）でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合

に支払区分をリボルビング払いにする方法。 

④ （あとからリボ）：カード利用の際に 1 回払い・２回払い（１回目の支払期日の締切日前）・

ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認

めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合

に、当該代金（２回払いは利用額の全額）をリボルビング払いに変更する方法。その場合、

手数料・支払金額等については、１回払い・２回払いからの変更の場合は、カード利用の際

にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変

更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があった

ものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの

支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかった

ものとします。 

２． 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、予め下表の支払いコースを

指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に

定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金

（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額）

を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、

ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額

区分にすることができます。 

 

翌月の弁済金 
毎月の締切日時点での残高 

長期コース 標準コース 短期コース 定額コース 

10 万円以下 ５千円 １万円 ２万円 

10 万円を超えて 20 万円まで １万円 ２万円 ４万円 

以後増加額 10 万円まで毎に ５千円増加 １万円増加 ２万円増加

２万円(ｺﾞｰﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ会

員の場合は３万円)以

上１万円単位 

 

３． 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高（付利単位１

００円）に対し、当社所定の手数料率により年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した

金額を１ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して

最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場

合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 

４． 本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上

げて返済することができます。 

５．第２８条第２項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来

する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第３項に定める手数料が発生し、会員はこれ

を支払うものとします。 

第３２条（分割払い） 

１．分割払いは次の方法で指定するものとします。 

① カード利用の都度分割払いを指定する方法 

② カード利用の際に１回払い・２回払い（１回目の支払期日の締切日前）・ボーナス一括

払いを指定した後に当該代金（２回払いは利用額の全額）を分割払いに変更する方法。

この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申

出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・
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分割支払額等については、１回払い・２回払いからの変更の場合は、カード利用の際に

分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日を

もとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払

いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括

払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資

格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 

③ 分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボー

ナス併用分割払いへの変更ができるものとします。 

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、24 回を超え

る支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。また、ボーナス併用分割払いの場合、

実質年率が別表と異なることがあります。 

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数

料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数

で除した金額（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 

４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は１月・８月とし、最初に到来したボーナス支払

月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は１回当りのカードショッ

ピング利用代金の５０％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月の加算

金額は１，０００円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入）し、その金額を

月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボー

ナス支払月を夏期６月・７月・８月、冬期１２月・１月・２月のいずれか、ボーナス支払月の

加算総額を１回当りのカードショッピング利用代金の５０％以内で指定することができます。 

５．本会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済すること

ができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払

いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は７８

分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のう

ち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 

６．第２８条第２項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来

する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第２項に定める手数料が発生し、会員はこれ

を支払うものとします。 

第３３条（遅延損害金） 

１．本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利

益喪失の日から完済の日まで、分割払いに係る分割支払金合計の残金全額については商事法定

利率を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金については年１４．６％を

乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。 

２．前項の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、

支払期日の翌日から完済の日まで、年１４．６％を乗じた額の遅延損害金を支払うものとしま

す。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額に対し商事法定

利率を乗じた額を超えないものとします。 

 

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い 

第３４条（見本・カタログ等と現物の相違） 

 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス（以下総称して「商

品等」という）の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違
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しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることが

できます。 

第３５条（支払停止の抗弁） 

１． 会員は、リボルビング払い及び分割払いにより購入した商品等（割賦販売法の指定商品・

指定権利・指定役務に限る）について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの

間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。 

① 商品等の引渡し、提供がなされないこと 

② 商品等に瑕疵（欠陥）があること 

③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること 

２． 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとる

ものとします。 

３． 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努

めるものとします。 

４． 会員は、本条２項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面（資料がある場

合は資料を添付して）を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該

事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。 

５． 本条１項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはで

きません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するも

のとします。 

① 売買契約が会員にとって商行為（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関する

ものを除く）であるとき 

②リボルビング払いの場合で、１回のカード利用に係る現金価格が３万８千円に満たないとき 

③分割払いの場合で、１回のカード利用に係る支払総額が４万円に満たないとき 

④海外加盟店でカードを利用したとき 

⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき 

６． 会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条１項による支払いの停止額に相当

する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの

とします。 

 

第３部 キャッシング条項 

第１章  キャッシングリボ 

第３６条（キャッシングリボの利用方法） 

本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして

別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けること

ができます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キ

ャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、

当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 

第３７条（キャッシングリボの利率および利息の計算） 

１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャッシン

グリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めると

おりとします。 

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカ

ードのキャッシングリボの利率が適用されます。 
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３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位 100 円）に対し、借入日の翌日より当社

所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を

行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場

合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとし

ます。 

４．毎月の利息額は、第１６条の毎月の締切日までの日々の残高に対し年３６５日（閏年は３

６６日）で日割計算した金額を１ヵ月分とし、第１６条に従い翌月の支払期日に支払うものと

します。 

第３８条（キャッシングリボの借入金の支払い） 

１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に

応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が

適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものと

します。 

２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条４項の経過利息の合計として当社が指定した

金額を、第１６条の定めにより支払うものとします。 

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて

返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可

否及び方法＞に定めるとおりとします。 

第３９条（遅延損害金） 

１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から

完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年２０．０％

を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場合も同様とします。 

 

第２章  キャッシング一括 

第４０条（キャッシング一括の利用方法） 

本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として

別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けること

ができます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キ

ャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、

当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。 

第４１条（キャッシング一括の利率および利息の計算） 

１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャッシン

グリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めると

おりとします。 

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位１００円）に対し、当社所定の利率によ

る利息を支払うものとします。 

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年３６５日（閏年は３６６日）

で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。 

第４２条（キャッシング一括の借入金の支払い） 

１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は１回とします。 

２．毎月の返済額は、第１６条の毎月の締切日までの借入金と前条３項の経過利息とを合計し、

第１６条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて
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返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可

否及び方法＞に定めるとおりとします。 

４．キャッシング一括の借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボ

の申込を行い、当社が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに

変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日

以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割

計算します。 

 

第３章  海外キャッシュサービス 

第４３条（海外キャッシュサービスの利用方法） 

本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービス

として別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で当社から現金を借

り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング

一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとします。家族会員が現金を借

り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなし

ます。 

第４４条（海外キャッシュサービスの利率および利息の計算） 

１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャ

ッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定

めるとおりとします。 

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位１００円）に対し、当社所定の利

率による利息を支払うものとします。 

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年３６５日（閏年は３６６日）

で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。 

第４５条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い） 

１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は１回とします。 

２．毎月の返済額は、第１６条の毎月の締切日までの借入金と前条３項の経過利息とを合計し、

第１６条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 

３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシ

ュサービスの借入金元金は、第１７条の定めにより換算された円貨とします。 

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰

上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返

済の可否及び方法＞に定めるとおりとします。 

５．海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとか

らリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッ

シングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご

利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額

に対する利息を日割計算します。 

 

第４章 書面の交付 

第４６条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付） 

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第１７条第１項に規定された書面の交

付に代えて、同第６項に規定された書面、及び貸金業法第１８条第１項に規定された書面の交

付に代えて、同第３項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。 
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※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から上記第４６条に関する通知もしくは上記

第４６条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、１ヶ月以内に異議を申し立てることができ

るものとします。 

 

＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞ 

本会員 家族会員 

 キャッシ

ングリボ

キャッシ

ング一括

海外キャッ

シュサービ

ス  

キャッシ

ングリボ 

キャッシ

ング一括 

海外キャッ

シュサービ

ス  

当社が指定するＡＴＭ等で暗証番号を入

力して所定の操作をし、直接現金を受領す

る方法 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

国際提携組織と提携した日本国外の金融

機関の本支店のうち当社の指定する店舗

においてカードを提示し、所定の伝票に署

名し、直接現金を受領する方法 

― ― ○ ― ― ○ 

電話・インターネット等で申込みを行な

い、借入金を決済口座への振込みにより受

領する方法 
○ ○ ― × × ― 

所定の借入票で申込みを行ない、直接現金

を受領若しくは借入金を決済口座への振

込みにより受領する方法 
○ ― ― × ― ― 

「キャッシングもあとからリボ」の申込み

を行ない、キャッシング一括・海外キャッ

シュサービスの借入金をキャッシングリ

ボへ変更する方法 

○ ― ― ○ ― ― 

 

＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞ 

 名   称 返済方法 返済期間・返済回数 実質年率 

キャッシングリボ 

 

元利定額返済 

 

ボーナス月 

増額返済あり 

利用残高および返済方法に応じ、元金と

利息を完済するまでの期間、回数。 

利 用 枠の範囲内で繰り返し借り入れる

場合には、利用残高に応じて、返済期間、

返済回数は変動する。 

＜返済例＞ 

 借入額 5 万円、元利定額返済・毎月

返済額 1 万円、実質年率 18.0％の場合、

7 ヵ月・7 回※。 

※6 回目・7 回目の返済額は 1 万円未満

一般会員 

 …実質年率１８．０％  

 

ゴールドカード会員 

 …実質年率１４．０４％

キャッシング一括 

海外キャッシュサービス  

元利一括返済 21 日～56 日（但し暦による）・1 回 実質年率  １８．０％ 

●担保・保証人…不要 

●元本・利息以外の金銭の支払い・・・不要 

●本会員において、利息が利息制限法第１条第１項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義

務を負いません。 

●貸金業法第１７条第１項の規定により交付する書面または同第６項で規定する書面に記載する返済期間、返済回

数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動する
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ことがあります。 

 
＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞ 

・リボルビング払い       実質年率１５．０％ 

・分割払い 

支払回数 ３ ５  ６  １０  １２  １５  １８  ２０  ２４  

支払期間 

（ヵ月） 
３ ５  ６  １０  １２  １５  １８  ２０  ２４  

実質年率 

（％） 
１２.００  １３ .２５  １３．７５ １４．２５ １４．５０ １４．７５ １４．７５ １４．７５  １４．７５  

利用代金１００円当

りの分割払手数料の

額（円）  
２ .０１  ３ .３５  ４ .０２ ６.７０ ８.０４ １０.０５ １２.０６ １３．４０  １６．０８  

 

＜リボルビング払いのお支払い例＞ 

（標準コース、実質年率 15.0％の場合） 
8 月 16 日から 9 月 15 日までに 50,000 円ご利用の場合 

◆初回（10 月 10 日）お支払い（ご利用残高 50,000 円） 

① お支払い元金 … 10,000 円 

②手数料 … ありません。 

③弁済金 … 10,000 円（①） 

④お支払い後残高 … 50,000 円－10,000 円＝40,000 円 

◆ 第２回（11 月 10 日）お支払い（ご利用残高 40,000 円） 

①手数料（9 月 16 日から 10 月 15 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります） 

  … 50,000 円×15.0% ×15 日÷365 日＋50,000 円×15.0%×10 日÷365 日＋40,000 円×15.0%

×5 日÷365 日＝ 595 円 

② お支払い元金 

・ 標準コースの場合… 9,405 円（③ 10,000 円－① 595 円） 

③ 弁済金 

・ 標準コースの場合… 10,000 円 

④ お支払い後残高 

・ 標準コースの場合… 30,595 円（ 40,000 円－9,405 円） 

 

＜分割払いのお支払い例＞ 

利用代金 50,000 円、10 回払いの場合 

①分割払手数料    50,000 円×（6.70 円／100 円）＝3,350 円 

②分割支払金合計   50,000 円＋3,350 円＝53,350 円 

③分割支払額     53,350 円÷10 回＝5,335 円 

 

＜繰上返済の可否及び方法＞ 

 
リボルビング

払い 
分割払い 

キャッシング

リボ 

キャッシング 

一括  

海外キャッシ

ュ 

サービス 

当社が別途定める期間におい

て、当社の提携金融機関の日

本国内のＡＴＭ等から入金し

て返済する方法 

○ × ○ 
○ 

（全額返済 

のみ可） 

○ 
（全額返済 

のみ可） 
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当社が別途定める期間に事前

に当社に申出のうえ、振込等

により当社指定口座へ入金す

る方法 

（振込手数料は負担いただき

ます）  

○ 
○ 

（全額返済の

み可） 

○ ○ ○ 

当社の支店・サービスセンタ

ーへ現金を持参して返済する

方法 
○ 

○ 
（全額返済の

み可） 

○ ○ ○ 

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併

せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定

の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の

支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に利用し、当社

が別途定める期間において当社の提携金融機関のＡＴＭから入金して返済する方法にて

全額繰上返済する場合、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの元本・利息

を合わせた合計額のみ返済が可能です。 

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番

号を用いてＡＴＭ等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員

番号を用いてＡＴＭ等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場

合を含みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行った

ものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高（本会

員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開

示されます。 

（２００７年１２月改定） 

 

マイ・ペイすリボ会員特約 

 

第１条（総則） 

株式会社みなとカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びみなと VISA カード＆み

なとマスターカード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方法で申

込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。  

第２条（カード利用代金の支払区分） 

１． 本カードの支払区分は、すべてリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員

がカード利用の際に２回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用

代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する

加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合があります。  

２． 本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３１条にかかわらず、下記のいずれかと

します。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支

払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 

(1) 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済
残高に３％を乗じた額（１円未満切捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い

元金を３千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、次項に定める手
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数料を加算した額 

(2) 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額（５
千円または１万円以上１万円単位。ゴールドカードの場合は１万円以上１万円単位。

但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします）に次項に定める手

数料を加算した額 

３． 手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高（付利単位１００

円）に対し、当社所定の手数料率により年 365 日（閏年は 366 日）で日割計算した金額を

１ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最

初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。 

第３条（カード利用代金等の決済方法） 

当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに当社所定の方法で申

出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額して支払いすることができるもの

とします。 

第４条（キャッシング一括） 

本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員について

のみ利用できるものとします。 

第５条（支払方法の中止） 

本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うもの

とします。 

第６条（会員規約の適用） 

本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。  

 

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞ 

 

8 月 16 日～9 月 15 日までに 50,000 円ご利用の場合 

◆初回（10 月 10 日）お支払い（ご利用残高 50，000 円） 

①お支払い元金 

・定率コースの場合…3,000 円、元金定額コースの場合…10,000 円 

②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません 

③弁済金 

・定率コースの場合…3,000 円、元金定額コースの場合…10,000 円 

④お支払い後残高 

・定率コースの場合…50,000 円－3,000 円＝47,000 円 

・元金定額コースの場合…50,000 円－10,000 円＝40,000 円 

◆第２回（11 月 10 日）お支払い 

①手数料（10 月 11 日～10 月 15 日までの分） 

・定率コースの場合…47,000 円×15.0%×5 日÷365 日＝96 円 

・元金定額コースの場合… 40,000 円×15.0%×5 日÷365 日＝82 円 

②お支払い元金 

・定率コースの場合…3,000 円、元金定額コースの場合…10,000 円 

③弁済金 

・定率コースの場合…3,096 円（①96 円＋②3,000 円） 

・元金定額コースの場合…10,082 円（①82 円＋10,000 円） 
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④お支払い後残高 

・定率コースの場合…44,000 円（47,000 円－3,000 円） 

・元金定額コースの場合…30,000 円（40,000－10,000 円） 

（２００７年１２月改定） 

 

リボルビング払い専用カード特約 

 

第１条（リボルビング払い専用カード） 

 株式会社みなとカード（以下「当社」という）は、当社が発行するクレジットカードのうち、

当社が指定するクレジットカード（以下「カード」という）の個人会員（以下「会員」という）

が、本特約及びみなとＶＩＳＡカード＆みなとマスターカード会員規約（以下「会員規約」と

いう）を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方に対し、リボルビング

払い専用カード（以下「リボ専用カード」という）を追加して発行・貸与します。 

第２条（年会費） 

 リボ専用カードの年会費は、平成６年８月以降、当社が別途定めて通知するまで無料としま

す。なお、支払われた年会費は、理由の如何を問わず返還しません。 

第３条（利用代金の支払い） 

 リボ専用カードの利用代金の支払区分は、リボルビング払いとします。また、会員がリボ専

用カード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金

の支払区分はリボ専用カード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する

加盟店でご利用した場合には 1 回払いとなることがあります。 

第４条（利用枠） 

 リボ専用カードは、カード利用枠及びカードのリボルビング払いの利用枠の範囲内で利用で

きるものとします。なお、カードのリボルビング払いの利用枠を超えてリボ専用カードを利用

した場合は、原則として超過した金額を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。 

第５条（手数料率及び手数料の計算） 

 リボ専用カードの利用については、その未決済残高に対し、会員規約の「第 3 部 カードに

よる取引と利用代金の支払」に関する規定に定めた割合・方法で手数料を支払うものとします。 

第６条（キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービス等） 

 リボ専用カードでは、会員規約のキャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサ

ービス等は当社が認めたものについて利用できるものとします。 

第７条（会員規約の適用） 

 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 

 

（２００５年４月改定） 

 

ヤングゴールドカード会員特約 

 

ヤングゴールドカード会員は、満３０歳になった後に最初に到来するカード更新時から、審査

のうえゴールドカード会員となることを予め了承します。 

 

デビューカード会員特約 

 

デビューカード会員は、卒業予定年の３月に本カードが更新し、審査のうえ株式会社みなとカ
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ードの指定するカードが発行されることを予め了承します。 

 

リボルビング払い及び分割払い支払金等の債務免除特約 

 

第 1 条（債務免除の内容） 

当社はみなとＶＩＳＡカード＆みなとマスターカード会員規約（以下「会員規約」という）

第 31 条、第 32 条に定めるリボルビング払い及び分割払いによるカード利用の支払債務（以

下「リボルビング払いまたは分割払い支払債務」という）のある本会員が死亡した場合また

は重度障害になった場合、会員規約第 27 条、第 36 条、第 40 条及び第 43 条に定めるカード

利用の支払債務（家族会員によるカード利用の支払債務を含む、以下「支払債務」という）

を免除するものとします。 

第 2 条（支払債務を免除する場合） 

1. 当社は、本会員がリボルビング払いまたは分割払い支払債務を負担している期間中に、次に
掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。 

① 死亡した場合（本会員が搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明または遭難してから、

その日を含めて 30 日を経過しても本会員が発見されない場合を含みます） 

② 傷害（傷害の原因となった事故を含みます）または疾病（あわせて以下「身体障害」とい

う）により、別表に定める重度障害（以下「重度障害」という）になった場合 

2. 前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時
が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、当社は支払債務を免除し

ません。 

第 3 条（用語の定義） 

本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。 

1. 傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には
身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急

激に生ずる中毒症状（断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます）

を含みます。 

2. 疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。 
3. 身体障害を被った時 
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 

② 疾病については、医師（本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます。）の

診断による発病の時 

第 4 条（支払債務免除額の計算） 

1. 免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害になった日（重度障害である
ことを医師が診断した日をいいます。以下同様とします。）現在の債務額（支払期限未到来債

務を含みます。）とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。 

2. 前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日
（傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による

発病日をいいます。但し、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます。）

以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。 

3. 当社が免除する債務の額は、いかなる場合も、100 万円が上限となります。 
第 5 条（支払債務を免除しない場合） 

1. 当社は、本会員が死亡した場合または重度障害になった場合であっても、次に定める場合に
は、支払債務を免除しません。 
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① 本会員の故意 

② 本会員の自殺行為または犯罪行為 

2. 当社は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しません。 
① 会員規約第 21 条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用 

② 他人によるカードの不正使用 

第 6 条（支払債務を免除するための手続） 

1. 本会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本会員またはその法定代理人は、当
社に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。 

① 死亡した日または重度障害になった日からその日を含めて原則 30 日以内にその旨を通知

すること 

② 次に掲げる書類を提出すること（但し、これ以外の書類の提出を求めることがあります。）

イ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書 ロ.重度障害の場合は、その程度を証明

する医師の診断書 

2. 本会員またはその法定代理人が当社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、
またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告

げたときは、当社は支払債務を免除しません。 

第 7 条（当社の指定医による診察等の要求） 

1. 当社は、本会員またはその法定代理人に対し、前項の通知に関する説明及び当社の指定する
医師による本会員の身体の診察もしくは死体の検案（但し、その際に要した費用は当社の負

担とします。）を求めることができるものとし本会員またはその法定代理人はこれに協力しな

ければなりません。 

2. 前項の当社の申し出につき、本会員またはその法定代理人が正当な理由がなくこれを拒んだ
ときは、当社は支払債務を免除しません。 

第 8 条（免除対象債務の特定等） 

1. 当社は、本特約第 6 条に掲げる書類を受理後、審査の上、本特約第 4 条に基づき当該会員に
ついて免除の対象となる支払債務の額を決定します。 

2. 前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては当社の定めるところ
によるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。 

3. 当社が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその
法定相続人は会員規約に従いその支払をするものとします。 

4. 当社が支払債務を免除した場合において、死亡した日または重度障害になった日以降に本会
員またはその法定相続人から支払債務の全部または一部について支払が行われた場合には、

当社において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本会員また

はその法定相続人に返還し精算するものとします。但し、本会員またはその法定相続人への

返還金には利息を付さないものとします。 

 

別表 

対象となる重度障害の状態 

1. 眼の障害 
(1) 両眼が失明したとき 
(2) 両眼の矯正視力の和が永続的に 0.04 以下になったとき 
2. 耳の障害 
(1) 両耳の聴力を失ったとき 
(2) 両耳の聴力レベルが永続的に 100 デシベル以上となったとき 
3. 腕（手関節以上をいいます。）または脚（足関節以上をいいます。）の障害 
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(1) 両腕または両脚を失ったとき 
(2) 両腕または両脚の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全く廃したと
き 

(3) 1 腕を失い、かつ、1 脚を失ったとき 
(4) 1 腕を失ったかまたは 1 腕の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全
く廃し、かつ、1 脚の 3 大関節中の 1 関節の機能を全く廃したとき 

(5) 1 腕の 3 大関節中の 1 関節の機能を全く廃し、かつ、1 脚を失ったかまた
は 1 脚の 3 大関節中の 2 関節または 3 関節の機能を全く廃したとき 

4. 指の障害 
(1) 両手のすべての指を失ったとき 
(2) 両手のすべての指の機能を全く廃したとき 
5. 咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 
6. 難病（厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。）
となったとき 

7. その他身体の著しい障害により、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ず
ることができなくなったとき 

(注1) すでに生じていた障害に新たな障害が加わったことにより上記の状態に
なった場合を含みます。 

(注2) 「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部
分をいいます。 

 

 

＜ご相談窓口＞ 

１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。 

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記当社カード会員係までお願いします。 

株式会社みなとカード＜近畿財務局長（6）第 00492 号＞ 

＜カード会員係＞ 

〒651-0170 神戸市中央区伊藤町 107 番地の 1 電話番号０７８－３２２－２２２２ 

※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当

社お客様相談室までお願いします。 

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記

の当社お客様相談室までご連絡ください。 

＜お客様相談室＞ 

〒651-0170 神戸市中央区伊藤町 107 番地の 1 電話番号０７８－３２２－２２２２ 

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のＶＪ紛失盗難デスクまでお願いします。 

＜ＶＪ紛失盗難デスク＞ 

フリーダイヤル   ０１２０－９１９４５６ 

※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 

 東京０３－５３９２－７３０３ 大阪０６－６２２８－１２１０ 

 

 

個人情報の取扱いに関する同意条項 

 

＜本同意条項はみなと VISA カード＆みなとマスターカード会員規約（以下「本規約」という）

の一部を構成します＞ 

 

第１条（個人情報の収集・保有・利用等） 
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１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本規約（本申込みを含む。

以下同じ）を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のた

め、下記①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当社が保護措置を講

じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確

認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含みます）をす

ること（下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内し

ます）、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の写し・残

高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を

受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。 

① 申込み時に会員等が申込書に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている

氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報（以下総称して「氏

名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当社

が知り得た氏名等の情報（以下総称して「属性情報」という） 

② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利

用状況および契約内容に関する情報（以下「契約情報」という） 

③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情

報 

④ お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報 

⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況 

⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されてい

る事項 

⑦ 官報や電話帳等の公開情報 

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③の個人情報を利用することを同意します。 

① 当社のクレジットカード関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサー

ビス 

② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 

③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動 

④ 当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付 

 ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法（インターネットの当

社ホームページへの常時掲載）によってお知らせします。 

第２条（個人信用情報機関への登録・利用） 

１． 本会員および本会員の予定者（以下総称して「本会員等」という）は、当社が、本規約に

係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関（個人の支払能力に

関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以

下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機

関（以下「提携信用情報機関」という）に照会し、本会員等の情報（当該各機関の加盟会

員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される

不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含

む）が登録されている場合には、割賦販売法第３９条等により、本会員等の支払能力の調

査の目的に限り、それを利用することに同意します。 

２． 本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表の「登録情報」記載の情報、

その履歴を含む）が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、

②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の

支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の
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加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。 

３． 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関によ

る加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保

のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれら

の加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 

＜登録される情報とその期間＞ 

登録情報 登録の期間 
①氏名、生年月日、性別、住所
※1、電話番号、勤務先等の本人
情報 

左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 

全国銀行個人信用情報センターへの登録：当社が利用した日より
１年を超えない期間（ただし、他社が当該情報を利用するのは３
ヶ月を超えない期間） ②本規約に係る 

申込みをした事実 
株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社シーシービーへの登録：
当社が利用した日より６ヶ月を超えない期間 

③本規約に係る客観的な 
 取引事実※ 2 

契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)５年を
超えない期間 

④債務の支払いを延滞した事
実 

契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)５年を
超えない期間 

⑤不渡情報 
全国銀行個人信用情報センターの登録：第１回目不渡は不渡発生
日から６ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日か
ら５年を超えない期間 

⑥苦情調査中である旨 当該調査中の期間 

⑦本人確認資料紛失・カード盗
難、与信自粛申出等の本人申告
情報 

本人から申告があった日から５年を超えない期間 

 ※１ 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みま

す。 

 ※２ 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約

日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況（解

約、完済等の事実を含む）となります。 

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞ 

○ 名    称：全国銀行個人信用情報センター 

所 在 地：〒１００－８２１６ 東京都千代田区丸の内１－３－１ 

電話番号：０３－３２１４－５０２０ 

ホームページアドレス：http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 

全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情

報機関です。 

  ○名    称：株式会社シー・アイ・シー 

所 在 地：〒１６０－８３７５ 東京都新宿区西新宿 1－２３－７新宿ファーストウエスト 

電話番号：０１２０－８１０４１４ 

ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp 

株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする

個人信用情報機関です。 

○名    称：株式会社シーシービー 

所 在 地：〒１６２－０８２３ 東京都新宿区神楽河岸１－１ 

電話番号：０１２０－４４００２９ 

ホームページアドレス：http://www.ccbinc.co.jp 
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株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、

金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。 

※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得る

ものとします。 

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞ 

  ○名    称：全国信用情報センター連合会（全情連）加盟の個人信用情報センター 

電話番号：０１２０－４４１４８１（最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつな

がります） 

ホームページアドレス：http://www.fcbj.jp 

全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする

個人信用情報機関です。 

※全国銀行個人信用情報センター及び株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関

は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築して

います。 

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、

各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。 

第３条（繰上返済時の残高の開示） 

 本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてＡＴＭ等で繰上返済の手続の

全部または一部（手続が途中で中止された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対

し当該繰上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび

家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額）を開示することに同意しま

す。 

第４条（個人情報の預託） 

 会員等は、当社が当社の事務（コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務

等）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む）する場

合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委

託先に預託することに同意します。 

第５条（利用の中止の申出） 

 会員は、第１条２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社

に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封される

ご案内等の送付を除きます。お申出は、第１０条１項記載の窓口にご連絡ください。 

第６条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１．会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに

より、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 

① 当社に開示を求める場合には、第１０条２項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続

（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当

社所定の方法（インターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせしており

ます。 

② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第２条記載の連絡先へ連絡してください。 

２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会

員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。 

第７条（会員契約が不成立の場合） 

  会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第１条１項に定める

目的および第２条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されます
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が、それ以外に利用されることはありません。 

第８条（退会後または会員資格取消後の場合） 

 本規約第２３条に定める退会の申し出または本規約第２２条に定める会員資格の喪失後も、

第１条１項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の

期間個人情報を保有し、利用します。 

第９条（規約等に不同意の場合） 

 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内

容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあ

ります。但し、第１条２項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすること

や退会の手続きをとることはありません。 

 

第１０条（個人情報に関するお問合わせ） 

１．第５条に定める中止のお申出は、下記の当社までお願いします。 

２．個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の

当社お客様相談室までお願いします。 

＜カード会員係＞＜お客様相談室＞ 

〒651-0170 神戸市中央区伊藤町 107 番地の 1 電話番号０７８－３２２－２２２２ 

第１１条（同意条項の位置付け及び変更） 

１．本同意条項はみなと VISA カード＆みなとマスターカード会員規約の一部を構成します。 

２．本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 

 

（２００６年６月改定） 

 


